
◇ 住宅市街地の現状 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

◇ 東京都が目指すべき将来像   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 

資料６ 

立地に応じた住宅施策のあり方【資料集】 



1 

人口集中地区（DID地区）の拡大（東京都内） 

 人口集中地区の状況 

(資料)（国土数値情報ダウンロードサービスより作成） 
 

 人口集中地区（DID地区）が設定されるようになった１９６０年以降の人口集中地区の拡大状況を見ると、 
・１９８０年頃までは高度経済成長期の大量の人口流入に伴い、人口集中地区（DID地区）は急速に拡大した。 
・１９８０年以降は拡大のペースが弱まり、バブル経済期の頃までにほぼ終息した。 
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(資料)「国勢調査」（総務省） 
 

人口集中地区（DID地区）： 
・原則として、人口密度が１平方キロメートル当たり4,000人以上の基本単位区等が市区町村の境域内で 
 互いに隣接し、それらの隣接した地域の人口が国勢調査時に5,000人以上を有する地域をいう。 
・都市的地域と農村的地域の区分けや、狭義の都市としての市街地の規模を示す指標として使用される。 



2 

 木造住宅密集地域 

都内における木造住宅密集地域の分布状況 

（資料）「防災都市づくり推進計画」（東京都） 

・戦後の急速な市街化などにより形成された木造住宅密集地域は、都内約16,000haであり、山手線外周部を中 
 心に広域に分布している。 
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防災都市づくり推進計画 

防災都市づくり推進計画 （平成22年1月改定） 
     東京都震災対策条例に基づき、地震に強い防災都市づくりを推進するための計画 

○ 施策の基本方針 (平成2１年度～37年度)   

・整備地域等の改善 
  特に甚大な被害が想定される木造住宅密集地域を整備地域(7,000ha)に指定 

・延焼遮断帯の整備 

・緊急輸送道路の機能確保 

・避難場所等の確保 

 

○ 整備プログラム (平成2１年度～27年度) 

・整備地域、延焼遮断帯等の具体的な整備計画 

    

整備地域 市街化区域 

• 都では、「防災都市づくり推進計画」（平成22年１月改定）を定め、特に老朽化した木造建築物が集積す
るなど、震災時の大きな被害が想定される地域を「整備地域」に指定し、防災都市づくりに係る施策を展
開している。（整備地域：28地域、約7,000ha） 

【参考】 



 
○一定の要件を満たす、不燃化のために建替えを行った住宅及び老朽住宅を除却した土地について、固定
資産税・都市計画税を減免 

 
○防災都市づくり推進計画に定める整備地域（約7,000ha）の中で、特に重点的・ 集中的に改善を図るべき 
 地区を、平成25年３月に創設した不燃化特区制度に基づき指定し、地区の状況に応じた支援を実施 
○平成27年４月現在52地区で取組を実施し、建物の除却、建替え、全戸訪問等を実施 

  

区と連携した市街地の不燃化の促進（不燃化特区制度） 

 
○整備地域内の延焼遮断帯を形成する主要な都市計画道路を対象に特定整備路線を指定 
 （28区間、延長約26キロメートル） 
○特定整備路線にかかる地権者等に対して、生活再建等のための特別の支援を実施 
○全ての区間において地元説明会を開催し、順次、事業化に向け測量作業などを実施 

延焼遮断帯を形成する主要な都市計画道路の整備 

地域における防災まちづくりの気運醸成 

 特に甚大な被害が想定される整備地域（約7,000ha）を対象に、10年間の重点的・集中的な取組を実施し、
木密地域を燃え広がらない・燃えないまちにする 
 
 

◆整備地域における不燃領域率 平成32年度までに70％ 
◆整備地域における主要な都市計画道路の整備 平成32年度までに100％ 

《具体的取組》 
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• 都では、平成24年１月に「木密地域不燃化10年プロジェクト」を立ち上げ、木造住宅密集地域の改善を一
段と加速させる取組を行っている。 

不燃化特区内における都税の減免措置 

《取組の方針》 

【参考】 

木密地域不燃化10年プロジェクト 
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緊急輸送道路沿道建築物の耐震化 

平成23年東京都告示第1010号に基づく特定緊急輸送道路 

（耐震改修促進法第５条第３項第２号の道路として指定） 

    高速道路 

    高速道路以外 

  
特定緊急輸送道路以外の閉塞を防ぐべき道路 

（耐震改修促進法第５条第３項第３号の道路として指定） 

特定緊急輸送道路 ： 緊急輸送道路のうち、特に沿道建築物の耐震化 

              を図る必要があるもの 

（資料）東京都耐震改修促進計画（平成26年4月1日変更）より 

・地震により、緊急輸送道路など防災上重要な道路の沿道建築物が倒壊し、道路閉塞を起こした場合、広域的 
 な避難や救急・消火活動に大きな支障を来し、甚大な被害につながるおそれがある。 
・ また、地震発生後の緊急物資等の輸送や、復旧・復興活動を困難にさせることが懸念される。 
・ このため、都は、地震発生時に閉塞を防ぐべき道路をあらかじめ指定し、沿道建築物について、助成事業 
 （耐震診断・耐震改修・補強設計・建替え・除却 ）やアドバイザー無料派遣などにより、重点的に耐震化を  
 促進している。 

緊急輸送道路図 



１ 条例※１による耐震診断の義務化をはじめとする規制誘導策を実施 

■対象建築物 

特定緊急輸送道路の指定  
平成23(2011)年6月 

耐震診断（義務付け）  
平成24(2012)年4月 

耐震改修（努力義務） 

●義務の対象建物を特定 

●指導・助言・指示 
●実施の有無の公表 
 （平成27(2015)年2月から、 
  順次実施） 

●診断実施命令 

●指導・助言 
●指示 

２ 条例化に合わせ助成制度を拡充 

 ・診断義務が課される路線については、原則全額補助を実施。 
 ・耐震改修促進法が改正されたことに伴い、法に基づき特定沿道建築物に対する補助を拡充。 
  合わせて分譲マンションに対する5,000㎡の面積要件を撤廃。 

次のすべての条件を満たす建築物 
・旧耐震基準で建築されたもの 
・特定緊急輸送道路※２の沿道にあるもの 
・道路幅員のおおむね１／２を超える高さ 

特定緊急輸送道路：約1,000ｋｍ 
特定緊急輸送道路沿道建築物：約4,800棟 
            （うちマンション用途約1,200棟） 
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■条例の基本的枠組み 

※２ 特に重要で早急に沿道建築物の耐震化を  
       図るべき道路として条例に基づき指定 

※１ 東京都における緊急輸送道路  
       沿道建築物の耐震化を推進する 
       条例（平成23(2011)年４月施行） 

耐震改修促進法の改正（平成25(2013)11月施行）を受け、特定緊急輸送道路を同
法に基づく耐震診断義務付け道路として、東京都耐震改修促進計画に位置付け
（平成26(2014)年4月） 

緊急輸送道路沿道建築物の耐震化に向けた取組 
【参考】 
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 マンションストックの状況 

・マンションの新築着工戸数は近年4万戸程度で推移しており、ストック数（着工累積戸数）は約168万戸と 
 なっている。 
・都内の高経年マンションは、都心部に集中して立地している。 

（資料）東京都都市整備局 

築30年以上の分譲マンションの分布状況（都内） マンション着工戸数及び累積戸数の推移 
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（資料）人口の動き／東京都総務局 

人口の増減 

・最近10年間（平成17年～27年まで）の人口上昇率上位の区市町村を見ると、中央区（57.0％）、千代田区
（33.6％）、港区（25.4％）、豊島区（17.9％）、江東区（17.9％）、文京区（17.1％）の順となっている。 
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（資料）国勢調査／総務省統計局 
※昼夜間人口比＝昼間人口（従業地・通学地による人口）／夜間人口（常住人口） 

  
昼夜間人口比率（％） 10年間の変化 

平成12年(a) 平成22年(b) (a)-(b) 

千代田区 2374.4 1738.8 -635.6 

中 央 区 897.6 493.6 -404.0 

港 区 525.7 432.0 -93.7 

新 宿 区 279.1 229.9 -49.2 

台 東 区 203.6 167.5 -36.0 

文 京 区 194.8 167.2 -27.6 

渋 谷 区 280.0 254.6 -25.4 

豊 島 区 164.7 148.6 -16.1 

平成22年 

平成12年 

昼夜間人口比 

・平成22年の昼夜間人口比が、平成12年に比べて10ポイント以上緩和したのは、千代田区、中央区、港区、新  
 宿区、台東区、文京区、渋谷区、豊島区の８区である。 
・この８区のうち、港区・豊島区・文京区では昼夜間人口ともに増加しているが、その他５区では夜間人口の 
 増加と昼間人口の減少が同時に進行している。 
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（資料）住宅・土地統計調査／総務省統計局 
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都心居住について 

・1980年代からバブル期にかけて、東京への業務機能の集積が加速し、地価の高騰などから都心からの人口流 
 出が起こったが、東京都住宅マスタープラン等を踏まえた都心居住施策の推進や、大規模な新規住宅供給な 
 どにより、人口、昼夜間人口比、平均通勤時間などからも都心部への人口回帰が進んだことが確認できる。 

第１次東京都住宅マスタープラン（1991(平成３)年３月） 

第２次東京都住宅マスタープラン（1997(平成９)年３月） 

・人口の空洞化やファミリー世帯の減少によって、高齢者に偏った人口構成、職住一体型の地域産業の衰退、地域コミュニティの衰退、地域の安全性の低 
 下、長年培われてきた文化や伝統の喪失、活力や魅力の減退等が懸念される。 
・都心共同住宅供給事業等の多様な事業・制度の活用や公共住宅の的確な供給などにより、都心居住の総合的・計画的な推進を図る。 
・都心居住を効果的に推進するため、都心居住の推進を図るべき地域（環状七号線と都市高速湾岸線に囲まれた地域）を重点供給地域として指定する。 

第３次東京都住宅マスタープラン（2002年(平成１４)年２月） 

・都心地域では1997年（平成9）年頃から人口が増加し始め、マンションの建設ラッシュなどの影響で区部の人口は増加したが、人口空洞化や職住遠隔化 
 の構造が改善されたとはいいがたい。 
・民間活力との連携による職住が複合したプロジェクトの推進、都心居住推進施策の重点化・拡充などにより、職と住の近接が図られ、都民の活発な都市 
 活動を生み出す都心居住を推進する仕組みをつくる。 
・生活機能の充実とあわせた居住機能の回復により、高密な中にもゆとりある職住が複合した住宅市街地を形成するため、23区全域を一つの重点供給 
 地域として位置づける。 

第４次東京都住宅マスタープラン（2007年(平成１９)年３月） 

・区部の中心部においては、住宅地の業務系への用途転換が急速に進んだことなどの結果、定住人口の著しい減少を招き、地域によってはコミュニティの 
 崩壊が進みつつある。 
・都市部に集中した業務機能を適切に分散するとともに、区部中心部における定住人口の確保・回復に資する住宅政策を展開する。 
・特定街区、用途別容積型地区計画制度などの制度の活用などの住宅施策を展開する。 
・都心居住回復ゾーン（千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、渋谷区）を重点供給地域として指定し、住宅供給の促進により定住人口の維 
 持・回復を図る。 

・都心地域を始め住宅供給が活発化している一方で、良好な住環境の維持・形成の面での課題や、人口減少社会の到来が予想され、空き家や空き地が 
 増加していくことが懸念される。 
・都心地域をはじめ業務・商業機能等との調和を図りながら居住機能の強化を図るべき地域では、都市開発諸制度等の適切な運用や、都有地の有効活 
 用、区との連携による都市再生促進事業の実施などにより、質の高い民間住宅の供給を促進し、職住のバランスのとれた複合市街地の形成を図る。 
・区部については、都心居住を効果的に推進するため、23区全域を一つの重点供給地域として位置づける。 

※東京都住宅マスタープランの一部を要約 

第５次東京都住宅マスタープラン（2012年(平成２４)年３月） 

・都心地域をはじめ業務・商業機能等との調和を図りながら居住機能の強化を図るべき地域では、都市開発諸制度等の適切な運用や、都有地の有効活
用、区との連携による都市再生促進事業の実施などにより、質の高い民間住宅の供給を促進し、職住のバランスのとれた複合市街地の形成を図る。 
・ 23区全域を一体の地域として居住機能の維持・向上を図るため、一つの重点供給地域として指定する。 
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 超高層マンションの状況 

・高さが６０ｍを超える超高層マンションは、1980年代後半から急増し、2006年をピークに減少していた
が、2013年は、前年比で増加に転じている。 
・これまでの累計上、湾岸６区に超高層マンション全体の約６割が集積している。 

都内の超高層マンションの竣工棟数の推移 

（資料）１ 「建築統計年報（平成25（2013）年度版」（東京都）に基づき、昭和39（1964）年から平成25（2013）年度末までに建築確認済みの棟数を算出（予定込み）。 
     ２ 住宅の用途を含む高さ60ｍ以上の建築物（分譲・賃貸含む）。 

0

100

200

300

400

500

600

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

S47 

1972  

S50

1975

S55

1980

S60

1985

H2

1990

H7

1995

H12

2000

H17

2005

H22

2010

H25

2013

(棟) (棟) 

(年) 

湾岸6区以外【各年】 

湾岸6区（中央、港、品川、大田、江東、江戸川）【各年】 

【累計】 



13 

13 

◇ 東京都が目指すべき将来像 

 都市計画区域マスタープラン 

・広域的には、東京圏全体の視点に立った都市構造として「環状メガロポリス構造」を実現する。 
・身近な圏域では交通結節点などを中心に市街地を集約型の地域構造へ再編する。 

【東京都が目指すべき将来像】 

圏域全体の一体的な都市機能を発揮し、国際競争力を備えた魅力ある首都を実現 

⇒快適な都市生活と機能的な都市活動を確保し、誰もが暮らしやすいまちを実現 

⇒地域特性に応じた拠点（中核拠点、生活拠点、生活中心地）を育成 

（資料）都市計画区域マスタープランより 

   

●身近な圏域では交通結節点などを中心に市街地を集約型の地域構造へ再編 

●広域的には、東京圏全体の視点に立った都市構造として「環状メガロポリス構造」を実現 

東京の都市構造 

○誰もが徒歩や公共交通を利用して暮らすことのできる生活圏の形成 
○環境先進都市に再構築していく上でも不可欠 
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１－Ⅰ街区 
  大規模店舗 
１－Ⅱ街区 
  専門店等、 
  住宅（200戸） 
１－Ⅲ街区 
  公益施設、 
  商業業務施設 

(168戸) 

 拠点形成による住宅の供給（事例） 

・主要駅周辺の生活拠点を形成する地域では、再開発等により、多様な都市機能とあわせて住宅が供給されて 
 いる。 

◇ 東京都が目指すべき将来像 

14 

大泉学園駅周辺地区 武蔵小金井南口地区 



都市再生特別措置法の一部改正点 

【参考：国の動向】 

立地適正化計画（都市再生特別措置法の改正）（Ｈ26.8施行） 
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住宅及び医療施設、福祉、商業その他の居住に関連する施設の立地を一定の区域に誘導するための市町村に
よる立地適正化計画の作成について定めるとともに、立地適正化計画に記載された居住に関連する誘導すべ
き施設についての容積率及び用途規制の緩和等の所要の措置が講じられる旨が追記された。 

※（参考）：立地適正化計画の作成について具体的な取組を行っている都市は198団体（平成27年7月31日現在） 
（27.7.31時点） 

（資料）国土交通省ＨＰより抜粋 
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【参考：国の動向】 

立地適正化計画の作成について具体的な取組を行っている都市 

（参考例） 
□大阪府高槻市（（仮称）高槻市立地適正化計画） 

• 平成２８年度の策定に向けて、平成２６年度か
ら検討に着手。 

• 「計画の概要」や「本市の取組」については、平
成２６年９月の市議会にて報告 

□鹿児島市 
• 平成28年度末の策定・公表に向けて、平成27

年度には協議会等の設置及び開催や「基本的
考え方の住民説明会」の開催を実施予定 

□栃木県宇都宮市 

• 平成２８年度末の計画策定・公表（都市機能誘
導区域に関するもの）、平成３０年度末までの
計画策定・公表（居住誘導区域に関するもの）
に向けて、平成２６年１０月から 庁内検討組織
の設置・開催，計画内容の検討を実施 

（資料）国土交通省ＨＰより抜粋 

（平成27年7月31日現在） 



【参考：国の動向】 

集約都市（コンパクトシティ）形成支援事業（Ｈ25創設） 
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⃝ 人口減少・高齢化等により地域の活力が低下しつつある都市において、拡散した都市機能を集約させ、生活
圏の再構築を進めていくため、医療・福祉施設、教育文化施設等の地域の生活に必要な都市機能の集約地域
への移転に際し、旧建物の除却処分費や跡地の緑地化費用等へ助成を行うことにより、集約型の都市構造の
形成を推進するための事業 

（資料）国土交通省ＨＰより抜粋 
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